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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
建
設
業
に
お
け
る
墜
落
・
転
落
災
害
の
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
建
設
業
に
お
け
る
墜
落
・
転
落
災
害
の
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
「
足
場
か
ら
の
墜
落
・
転
落
災
害
防
止
総
合
対
策
推
進
要
綱
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
平
成
二

十
七
年
五
月
二
十
日
付
け
基
安
発
〇
五
二
〇
第
一
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
安
全
衛
生
部
長
通
知
）
の
別
紙
「
足
場
か
ら

の
墜
落
・
転
落
災
害
防
止
総
合
対
策
推
進
要
綱
」
（
以
下
「
推
進
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
別
添
に
お
い
て
「
安
衛
則
の
確
実

な
実
施
に
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
「
よ
り
安
全
な
措
置
」
等
」
と
し
て
手
す
り
先
行
工
法
の
採
用
を
示
し
て
お

り
、
公
共
工
事
で
あ
る
か
民
間
工
事
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
労
働
基
準
監
督
機
関
に
よ
る
建
設
現
場
に
対
す
る
指
導
等
に
お

い
て
当
該
工
法
の
積
極
的
な
採
用
に
つ
い
て
働
き
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
推
進
要
綱
に
お
い
て
、
足
場
の
点
検
に
当
た
っ
て
は
、
「
点
検
実
施
者
は
・
・
・
十
分
な
知

識
・
経
験
を
有
す
る
者
を
指
名
す
る
と
と
も
に
、
点
検
に
当
た
っ
て
は
足
場
の
種
類
に
応
じ
た
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
の

上
、
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
」
及
び
「
点
検
実
施
者
は
、
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
に
直
接
従
事
し
た
者
、
当
該
作
業
の
作

業
主
任
者
及
び
作
業
指
揮
者
等
の
当
事
者
以
外
の
者
と
す
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
公
共
工
事
で
あ
る
か
民
間
工
事
で
あ
る



 

２ 

 

か
を
問
わ
ず
、
労
働
基
準
監
督
機
関
に
よ
る
建
設
現
場
に
対
す
る
指
導
等
に
お
い
て
当
該
足
場
の
点
検
方
法
の
積
極
的
な
活

用
に
つ
い
て
働
き
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

国
土
交
通
省
が
発
注
す
る
公
共
土
木
工
事
及
び
公
共
建
築
工
事
に
お
い
て
は
、
「
「
土
木
工
事
工
事
費
積
算
要
領
及
び
基

準
」
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
付
け
国
官
技
第
三
百
四
十
七
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
知
）
の
別
紙
「
土

木
工
事
工
事
費
積
算
要
領
及
び
基
準
」
及
び
「
「
土
木
工
事
工
事
費
積
算
要
領
及
び
基
準
の
運
用
」
の
改
定
に
つ
い
て
」

（
令
和
二
年
二
月
十
三
日
付
け
国
官
技
第
三
百
二
十
八
号
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
技
術
審
議
官
通
知
）
の
別
紙
「
土
木
工
事

工
事
費
積
算
要
領
及
び
基
準
の
運
用
」
並
び
に
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
類
の
改
定
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十

八
年
十
二
月
二
十
日
付
け
国
営
積
第
十
八
号
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
官
庁
営
繕
部
長
通
知
）
の
別
添
「
公
共
建
築
工
事
積
算

基
準
」
及
び
「
公
共
建
築
工
事
積
算
基
準
類
の
改
定
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
付
け
国
営
積
第

二
十
九
号
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
官
庁
営
繕
部
長
通
知
）
の
別
添
「
公
共
建
築
数
量
積
算
基
準
」
に
お
い
て
、
御
指
摘
の

「
足
場
の
費
用
」
は
「
直
接
工
事
費
」
に
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
九
条
の
三
に
お
い
て
不
当
に
低
い
請
負
代
金
に
よ
る
請
負
契
約



 

３ 

 

の
締
結
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
民
間
工
事
も
含
め
た
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
い
て
、
御
指

摘
の
「
足
場
の
費
用
」
も
含
め
、
適
正
な
請
負
代
金
の
額
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
、
取
引
の
適
正
化
に
向
け
て
、
「
建
設
業
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
施
行
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
令
和
二
年
九
月
三
十
日
付
け
国
不
建
第
百
七
十
三
号

国
土
交
通
省
不
動
産
・
建
設
経
済
局
建
設
業
課
長
通
知
）
等
の
別
添
「
発
注
者
・
受
注
者
間
に
お
け
る
建
設
業
法
令
遵
守
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
、
建
設
業
者
団
体
等
に
対
し
て
周
知
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


